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第１章 これまでの経緯と取組状況 

（１）国際社会と日本の取組 

   地球温暖化は、人間の使用するガソリンや石炭などの化石燃料、フロンなど

の化学物質の使用などにより温室効果ガスの排出量が増加し、地球表面の大気

や海洋の平均気温が長期的に上昇する現象です。その影響の大きさは、氷雪の

融解や海面上昇、農作物や生態系への影響、異常気象や災害など深刻な影響が

世界各地で増加しています。これらは、人類の生存基盤に関わる重要な環境問

題であり、国際的に取り組む必要があることが認識され、１９９４（平成６）

年の「気候変動に関する国際連合枠組条約」の発効を機に、地球温暖化防止対

策の検討が行われてきました。 

   １９９７（平成９）年には、国連気候変動枠組条約の第３回締約国会議（Ｃ

ＯＰ３）が京都で開催され、温室効果ガスの排出削減目標を具体的に定めた京

都議定書が採択されました。 

   2015（平成２７）年 9 月には国連持続可能開発サミットにおいて、2030

年までに達成を目指す持続可能な開発目標 17 つ（ Sustainable 

Development Goals、ＳＤＧｓ）が採択され、１３番目の目標に「気候変動

に具体的な対策を」と位置付け、気候変動の主な原因である地球温暖化に対し

緊急に対策をとるという目標が定められました。 

   また、同年 1２月に開催された国連気候変動枠組条約第２１回締約国会議

（ＣＯＰ２１）では、京都議定書の期間が終了する 2020 年以降の新たな枠組

みの論議が進められ、2020 年以降、すべての国が協調して温暖化問題に取り

組むための仕組みを示した新しい国際条約である「パリ協定（the Paris 

Agreement）」が採択されました。パリ協定では、「長期目標として２℃目標の

設定及び１．５℃に抑える努力を追求すること」、「自国の目標を作成・提出し、

目標達成のための国内措置を実施すること」などが盛り込まれました。 
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   わが国では、京都議定書の採択を受け、１９９８（平成１０）年に「地球温

暖化対策の推進に関する法律」（以下温対法といいます。）が制定されました。  

   その後、京都議定書の発効に伴い、温対法が２００６（平成１８）年に改定

され、京都議定書の目標達成計画の策定や、地球温暖化対策推進本部の設置な

どが追加されました。 

   ２０１６（平成２８）年５月には、ＣＯＰ２１で採択されたパリ協定や２０

１５年７月に国連に提出した「日本の約束草案」を踏まえ、我が国の地球温暖

化対策を総合的かつ計画的に推進するための計画である「地球温暖化対策計画」

が閣議決定されました。計画では、２０３０年度に２０１３年度比で２６％削

減するとの中期目標について、各主体が取り組むべき対策や国の施策を明らか

にし、削減目標達成への道筋を付けるとともに、長期的目標として２０５０年

までに８０％の温室効果ガスの排出削減を目指すことを位置付けています。 

   2018（平成 30）年 6月には「気候変動適応法」が制定され、同年 12月 1

日に施行されました。気候変動適応法により、我が国における適応策の法的位

置づけが明確化され、国、地方公共団体、事業者、国民が連携・協力して適応

策を推進するための法的仕組みが整備されました。 

   温対法による温室効果ガスの排出を抑制する「緩和」と気候変動適応法によ

る、気候変動の影響による被害の回避・軽減する「適応」を気候変動対策の両

輪として、気候変動対策を推進するよう定められました。 

   ２０２０（令和２）年１０月２６日、第２０３回臨時国会の所信表明演説に

おいて、菅義偉内閣総理大臣は「２０５０（令和３２）年までに、温室効果ガ

スの排出を全体としてゼロにする(※)、すなわち２０５０年カーボンニュートラ

ル、脱炭素社会の実現を目指す」ことを宣言しました。 

   ※「排出を全体としてゼロ」とは、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量から、森林などによる吸収量を差

し引いてゼロを達成することを意味しています。  
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（２）千葉県の取組 

   千葉県は職員数や事業量などから見て、県内において有数の経済主体であり、

自らの事務・事業に伴って排出される温室効果ガスを削減することが必要であ

ることから、平成２５年度からは千葉県庁エコオフィスプラン（千葉県地球温

暖化防止対策実行計画事務事業編（第３次））を策定し、県自らの事務・事業に

よる温室効果ガスの排出削減等に向けた取組を計画的に実行し、推進に努めて

いました。 

   また、平成２７年１２月に、全ての国が参加した温室効果ガス排出削減の枠

組みである「パリ協定」が採択されたことに伴い、世界的な動きに合わせて、

平成４２年度を目標年度とした「千葉県地球温暖化対策実行計画  ～

CO2CO2(コツコツ)スマートプラン～」を策定しました。この計画に基づき取

組を推進することで、目標年度における千葉県全体の温室効果ガス排出量は平

成２５年度比で２２％の削減となります。 

   国の「２０５０年カーボンニュートラル宣言」を受けて、令和３年２月には

千葉県も「２０５０年二酸化炭素排出実質ゼロ宣言」を行いました。 
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（３）南房総市の取組と評価結果 

 １．南房総市の取組 

   本市では、温対法第２１条に基づき、平成２２年３月に「南房総市地球温暖

化対策実行計画（以下「実行計画」といいます。」）を策定し、本実行計画によ

り、率先して地球温暖化対策の取組を進め、自ら排出する温室効果ガス排出量

の削減に努めてきました。 

   現行の第２次実行計画の期間満了に伴い、新たに第３次実行計画を策定し、

引き続き、温室効果ガス排出量の削減に努めていきます。 

  温室効果ガス排出量の削減目標と取組結果は以下のとおりです。 

表１－１ 実行計画の計画期間及び削減目標 

第１次実行計画 

計画期間 平成２２年度～平成２６年度 

削減目標 

温室効果ガス排出量を、平成２６年度までに、 

基準年度（H20）に対し７％以上削減する 

目標値：５，２９０，６１６㎏－CO₂以下 

第２次実行計画 

計画期間 平成２８年度～令和２年度 

削減目標 

温室効果ガス排出量を、平成３２年度までに、 

基準年度（H26）に対し１％以上削減する 

目標値：６，５０３，８０１㎏－CO₂以下 

 

   また、温室効果ガス排出に係る活動については、個別目標を設定し削減に取

り組んできました。 

   第２次実行計画における市職員が行う目標は次のとおりです。 

表１－２ 第２次実行計画における個別の削減目標  

項目 目標値 

電気使用量 基準年度（H26）より１０％以上削減すること 

燃料使用量 

（公用車以外） 
基準年度（H26）より１％以上削減すること 

燃料使用量 

（公用車） 
基準年度（H26）より１８％以上削減すること 

公用車の走行距離 基準年度（H26）より２０％以上削減すること 

その他 基準年度（H26）より１％以上削減すること 
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   あわせて、定量的に把握できないものの、それを行うことにより間接的に温

室効果ガスの排出削減に寄与するもの（施設整備、グリーン購入など）につい

ては、数値目標の設定が難しいことから、具体的な取組について「取組内容チ

ェックシート」「重点的取組実施状況報告書」により成果について段階にわけて

評価しました。 

 

 ２．評価結果 

  ①温室効果ガス総排出量  

   本市における温室効果ガス総排出量及び総排出量の目標値の推移は、図１－

１のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

単位：㎏-CO₂ 

16.1％増加 

＜第１次計画＞ 

平成２０年度（基準年度） 

5,688,834 kg-CO₂ 

（調査対象施設１１４施設） 

 

平成２６年度（結果） 

6,602,533 kg-CO₂ 

（調査対象施設９１施設） 温室効果ガス排出

量の排出係数が上

昇したため 

19.4％削減 

＜第２次計画＞ 

平成２６年度（基準年度） 

6,602,533 kg-CO₂ 

（調査対象施設９１施設） 

 

令和元年度（結果） 

5,320,599 kg-CO₂ 

（調査対象施設７５施設） 
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   また、直近５年間における温室効果ガス総排出量及び基準年度に対する増減

率を、表１－３に示します。 

表１－３ 直近５年間における温室効果ガス総排出量及び増減率 

年度 目標値（kg－CO2） 総排出量（kg－CO2） 増減率（％） 

基準（H26） － ６，６０２，５３３  － 

２７ 

６，５０３，８０１ 

６，１１３，３１２ ９４．０ 

２８ ６，２３６，３３６ ９５．９ 

２９ ６，０７９，７８３  ９３．５ 

３０ ５，７２８，２５８ ８８．１ 

元 ５，３２０，５９９ ８１．９ 
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  ②令和元年度温室効果ガス排出量 

   令和元年度に市の事務及び事業に伴い排出された温室効果ガス排出量は、表

１－４のとおりです。 

 

 

  

表１－４ 

温室効果ガス排出量表 排出源別の活動量

項目 構成比率 平成26年度との対比 排出源
平成26年度 令和元年度 令和元年度

二酸化炭素（CO₂）

燃料の使用

ガソリン（公用車） 222,314 182,923 3.44% △ 39,391 △17.7%

ガソリン（公用車以外） 3,153 3,822 0.07% 669 21.2%

ガソリン小計 225,467 186,745 3.51% △ 38,722 △17.2%

軽油（公用車） 403,262 388,170 7.30% △ 15,092 △3.7%

軽油（公用車以外） 35,581 58,344 1.10% 22,763 64.0%

軽油小計 438,843 446,514 8.39% 7,671 1.7%

 灯油 114,997 83,679 1.57% △ 31,318 △27.2%

Ａ重油 240,865 212,735 4.00% △ 28,130 △11.7%

LPG 156,113 114,155 2.15% △ 41,958 △26.9%

燃料計 1,176,285 1,043,828 19.62% △ 132,457 △11.3%

電気の使用 5,392,610 4,244,741 79.78% △ 1,147,869 △21.3%

計 6,568,895 5,288,569 99.40% △ 1,280,326 △19.5%

メタン（CH4）

自動車の走行 606 639 0.01% 33 5.4%

し尿の処理 9,653 10,848 0.20% 1,195 12.4%

計 10,259 11,487 0.22% 1,228 12.0%

一酸化二窒素（N2O）

自動車の走行 16,810 13,960 0.26% △ 2,850 △17.0%

し尿の処理 3,488 3,165 0.06% △ 323 △9.3%

計 20,298 17,125 0.32% △ 3,173 △15.6%

ハイドロフルオロカーボン（HFC）

カーエアコンの使用 3,081 3,418 0.06% 337 10.9%

計 3,081 3,418 0.06% 337 10.9%

合計 6,602,533 5,320,599 100.00% △ 1,281,934 △19.4%

単位：kg-CO₂
総排出量（CO₂換算）
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表１－５    排出源別の活動量 

  ③温室効果ガス排出割合（排出源別） 

   令和元年度の温室効果ガス排出源別の内訳は、図１－２のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   温室効果ガス総排出量に対する項目ごとの割合は、電気の使用によるものが

７９．０％、燃料の使用に係るものが２０．４％を占めており、この２項目で

全体の９９．４％でした。本市が排出している温室効果ガスのほとんどが電気

及び燃料の使用に伴うものです。 

   また、令和元年度の温室効果ガス排出源別の内訳は表１－５のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－２ 

排出源 単位 平成26年度との対比
平成26年度 令和元年度

ガソリン（公用車） L 95,825 78,846 △ 16,979 △17.7%

ガソリン（公用車以外） L 1,359 1,647 288 21.2%

軽油（公用車） L 156,303 150,454 △ 5,849 △3.7%

軽油（公用車以外） L 17,537 22,614 5,077 29.0%

灯油 L 46,184 33,606 △ 12,578 △27.2%

Ａ重油 L 88,880 78,500 △ 10,380 △11.7%

LPG m3 23,834 17,428 △ 6,406 △26.9%

電気使用量 kWh 11,105,860 9,288,273 △ 1,817,587 △16.4%

普通・小型乗用車 km 463,238 312,615 △ 150,623 △32.5%

バス km 7,187 0 △ 7,187 △100.0%

軽乗用車 km 298,451 235,824 △ 62,627 △21.0%

普通貨物車 km 54,520 20,725 △ 33,795 △62.0%

小型貨物車 km 77,731 52,126 △ 25,605 △32.9%

軽貨物車 km 407,237 490,999 83,762 20.6%

特種用途車 km 2,023 25,135 23,112 1142.5%

普通・小型乗用車 km 10,480 3,532 △ 6,948 △66.3%

バス km 546,092 544,683 △ 1,409 △0.3%

普通貨物車 km 40,334 44,287 3,953 9.8%

小型貨物車 km 24,649 11,840 △ 12,809 △52.0%

特種用途車 km 249,723 175,123 △ 74,600 △29.9%

カーエアコンの使用台数 台 237 239 2 0.8%

し尿の処理 m3 12,097 11,419 △ 678 △5.6%

燃
料
使
用
量

自
動
車
の
走
行
距
離

ガ
ソ
リ
ン

軽
油

活動量
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   温室効果ガスの主な排出源である電気使用量及び燃料使用量の推移は、図１

－３のとおりです。 
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④個別の削減目標に対する結果 

   個別の削減目標に対する取組結果は、表１－６のとおりです。 

表１－６ 第２次実行計画における個別の削減目標に対する取組結果 

項目 削減目標 
（基準年度 H26に対し） 

取組結果（R1） 
（基準年度に対する増減） 

電気使用量 
１０％以上削減 

現排出量 5,392,610 ㎏－CO₂ 

２１．３％削減 

現排出量 4,244,741 ㎏－CO₂ 

燃料使用量 

（公用車以外） 
１％以上削減 

現排出量 38,734 ㎏－CO₂ 

６０．５％増加 

現排出量 62,166 ㎏－CO₂ 

燃料使用量 

（公用車） 
１８％以上削減 

現排出量 625,576 ㎏－CO₂ 

８．８％削減 

現排出量 571,093 ㎏－CO₂ 

公用車の 

走行距離 
２０％以上削減 

現排出量 17,416 ㎏－CO₂ 

１６．２％削減 

現排出量 14,588 ㎏－CO₂ 

その他 
１％以上削減 

現排出量 528,197 ㎏－CO₂ 

１９．０％削減 

現排出量 428,000 ㎏－CO₂ 

 

   令和元年度は、公用車以外の燃料使用量の項目で目標を達成できませんでし

た。主な要因としては、バイオディーゼル燃料の使用を終了したことや、令和

元年９月の台風災害による発電機の燃料の使用量の増加が考えられます。その

他、電気使用量、公用車の燃料使用量、公用車の走行距離、Ａ重油・灯油・Ｌ

ＰＧ使用量、し尿の処理量については目標を達成しました。 

   電気の使用量については、施設の再編による減少が大きく、個々の施設につ

いては猛暑の影響もあり、使用量が増加している施設がありました。 

   全体として、温室効果ガス排出量は、平成２６年度に比べ２２．２％の削減

となり、目標は達成できたと判断しました。 
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⑤令和元年度取組状況の結果（取組内容チェックシート） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 職場や施設で独自に行っている地球温暖化対策 

    ・デマンド監視装置により電力のピークを把握し、基本電気料の増加を抑制している。 

    ・扇風機を使用し、冷房効率を高めている。・足湯用灯油ボイラーを薪ボイラーに更新予定 

    ・グリーンカーテンの利用。・扇風機を使用し、冷房効率を高めている。 

    ・使用時間の長い 1階の部屋は、蛍光管を LEDにしている。また放課後の事務仕事は、職員室の一部屋のみ使用を原
則としている。 

    ・始業前や始業後、各教室で分散的に仕事せず、職員室に集中して、仕事を始める。・グリーンカーテンの作成 

    ・会議は PC利用、退勤目標時間設定 ・再利用できる容器は、中身の詰め替えをし、ごみの分量を減らしている。 

    ・室温を細目にチェック（夏は 28℃、冬は 20℃）しながらエアコンを使用する。扇風機を併用する。 
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⑥令和元年度重点的取組実施状況の結果 
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第２章 計画の基本事項 

  南房総市のこれまでの取組状況とその結果、国、千葉県の動向、社会的状況等

を考慮し、「第３次南房総市地球温暖化対策実行計画」（以下「第３次実行計画」

といいます。）の基本事項を次のとおりとします。 

（１）目的 

   温対法に基づき、庁内の省エネ・省資源、廃棄物の減量化など、環境に配慮

した行動を職員一人ひとりが積極的に行うことで本市が行う事務事業に関し、

温室効果ガス排出量を削減することを目的に、「地球温暖化対策実行計画（事務

事業編）」を策定します。  

（２）位置づけ 

   本計画は、温対法第２１条の規定による地方公共団体実行計画となります。

また、令和３年度に策定する「第２次南房総市環境基本計画」の基本施策であ

る地球温暖化対策を実施するための計画となります。 

 

 

 

 

 

 

（３）基準年度及び計画期間  

   本計画は令和元年度を基準年度とし、令和３年度から令和７年度までの５年

間に設定します。 

   ただし、社会経済情勢の変化等に対応するため、必要に応じて見直しを行う

こととします。  

 

                                     

第３次南房総市地球温暖化

対策実行計画 

事務事業編 

 

【関連計画】 

市環境基本計画 

市総合計画 

【関連条例】 

 
市環境基本条例 

【根拠法】 

地球温暖化対策の推進に

関する法律 
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（４）対象となる温室効果ガス  

   温対法で対象となっている７種類の温室効果ガスのうち、二酸化炭素、メタ

ン、一酸化二窒素 、ハイドロフルオロカーボンの４種類を第３次実行計画の対

象とする温室効果ガスとします。  

パーフルオロカーボン、六フッ化硫黄 、三フッ化窒素については、本市ではほ

とんど発生しないことから、対象から除くこととします。  

表２－１ 法律で対象となる温室効果ガス 

温室効果ガス 主な性質 主な発生源 

二酸化炭素 

（ＣＯ２） 

代表的な温室効果ガス。温室効果

ガスの中で二酸化炭素の比率が 

９０％と極めて高い。 

化石燃料の焼却など。 

メタン 

（ＣＨ４） 

天然ガスの主成分で、常温で気

体。よく燃える。 

 

稲作、家畜の腸内発酵、

廃棄物の埋め立てなど。 

一酸化二窒素 

（Ｎ２Ｏ） 

数ある窒素酸化物の中で最も安定

した物質。他の窒素酸化物（例え

ば二酸化窒素）などのような害は

ない。 

 

燃料の焼却、工業プロセ

スなど。 

ﾊｲﾄﾞﾛﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ類 

（ＨＦＣＳ）※ 

塩素がなく、オゾン層を破壊しな

いフロン。強力な温室効果ガス。 

 

 

 

 

スプレー、エアコンや冷

蔵庫などの冷媒、化学物

質の製造プロセスなど。 

（自動車用エアコンディショ

ナーの使用、廃棄、噴霧器・

消火器の使用、廃棄など。） 

ﾊﾟｰﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ類 

（ＰＦＣＳ） 

炭素とフッ素だけからなるフロ

ン。強力な温室効果ガス。 

半導体の製造プロセスな

ど。 

六フッ化硫黄 

（ＳＦ6） 

硫黄とフッ素だけからなるフロン

の仲間。強力な温室効果ガス。 

 

電気の絶縁体など。 

三フッ化窒素 

（ＮＦ3） 

窒素とフッ素だけからなるフロン

の仲間。強力な温室効果ガス。 

半導体の製造プロセスな

ど。 
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（５）温室効果ガス排出量の算定方法  

  温室効果ガスの排出量は、温対法施行令に定める算定方法に従い、活動量（電

気・燃料等の使用量など）に排出係数及び地球温暖化係数を乗じて算出します。 

  ただし、温室効果ガスは種類によって温室効果の程度が異なるため、二酸化炭

素相当量に換算します。 

 

 【温室効果ガス排出量】＝【活動量】×【排出係数】×【地球温暖化係数】 

  ※市全体の総排出量は各活動項目における排出量の合計となります。 

  ※活動量は、電気やガソリン等のエネルギー使用量や公用車の走行距離などを

指します。 

 

（６）排出係数及び地球温暖化係数 

   排出係数は、第２次実行計画に引き続き、温対法施行令第３条に規定されて

いる排出係数を使用します。（表２－２参照） 

   ただし、電気については、電気事業者（一般電気事業者及び特定規模電気事

業者）及び電気事業者以外の者の別に応じて、環境大臣及び経済産業大臣が告

示する排出係数を用いることとされてることから、市の電力購入先の特定規模

電気事業者の当該年度の係数を用いて算出します。 

   地球温暖化係数は、第２次実行計画に引き続き、温対法施行令第４条に規定

されている排出係数を使用します。（表２－３参照） 

表２－２ 排出係数一覧（１） 

 二酸化炭素（ＣＯ₂） 

排出源 排出係数 

ガソリン 2.3217（kg-C02/ℓ） 

灯油 2.4895（kg-C02/ℓ） 

経由 2.5850（kg-C02/ℓ） 

Ａ重油 2.7096（kg-C02/ℓ） 

ＬＰＧ 2.9989（kg-C02/ℓ） 

電気（一般電気事業者） 0.496（kg-C02/ℓ） 

※電力の購入先により係数が変わる。記載は、平成２６年度係数 
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表２－２ 排出係数一覧（２） 

メタン（ＣＨ４） 

排出源 排出係数 

ガ
ソ
リ
ン 

普通・小型乗用車 0.000010  （kg-CH4/km） 

バス 0.000035  （kg-CH4/km） 

軽乗用車 0.000010  （kg-CH4/km） 

普通貨物車 0.000035  （kg-CH4/km） 

小型貨物車 0.000015  （kg-CH4/km） 

軽貨物車 0.000011  （kg-CH4/km） 

特種用途車 0.000035  （kg-CH4/km） 

軽 

油 

普通・小型乗用車 0.0000020 （kg-CH4/km） 

バス 0.000017  （kg-CH4/km） 

普通貨物車 0.000015  （kg-CH4/km） 

小型貨物車 0.0000076 （kg-CH4/km） 

特種用途車 0.000013  （kg-CH4/km） 

し尿処理 0.038     （kg-CH4/㎥） 

一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ） 

排出源 排出係数 

ガ
ソ
リ
ン 

普通・小型乗用車 0.000029 （kg-N2O/km） 

バス 0.000041 （kg-N2O/km） 

軽乗用車 0.000022 （kg-N2O/km） 

普通貨物車 0.000039 （kg-N2O/km） 

小型貨物車 0.000026 （kg-N2O/km） 

軽貨物車 0.000022 （kg-N2O/km） 

特種用途車 0.000035 （kg-N2O/km） 

軽 

油 

普通・小型乗用車 0.000007 （kg-N2O/km） 

バス 0.000025 （kg-N2O/km） 

普通貨物車 0.000014 （kg-N2O/km） 

小型貨物車 0.000009 （kg-N2O/km） 

特種用途車 0.000025 （kg-N2O/km） 

し尿処理 0.00093  （kg-N2O/㎥） 

ハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ） 

排出源 排出係数 

カーエアコンの使用 0.010（kg-HFC/台･年） 
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表２－３ 地球温暖化係数一覧 

温室効果ガスの種類 地球温暖化係数 

二酸化炭素（CO2）  １ 

メタン（CH4）  ２５ 

一酸化二窒素（N2O）  ２９８ 

ハイドロフルオロカーボン（HFC）  １４３０ 
※地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第１条においてハイドロフルオ

ロカーボン（ＨＦＣ）については、１９種類が挙げられていますが、ここ

ではカーエアコンに使用されている（ＨＦＣ－１３４ａ）の地球温暖化係

数を掲載しています。 

 

（７）対象施設 

   この計画の対象範囲は、市が行う全ての事務及び事業とし、市の本庁舎及び

分庁舎、行政センター、各地域センターなどの出先機関、学校、公民館、水道、

病院なども含みます。また、指定管理者により管理運営している施設や、職員

が常駐しない無人施設、市の管理する公園などの施設も含みます。 

   なお、外部に委託、指定管理者制度により実施するものの中で温室効果ガス

排出量の数値的把握が難しいものについては対象範囲外とします。この場合、

温室効果ガスの排出削減等の措置が可能なものについては、受託者などに対し

て必要な措置を講ずるよう要請することとします。 

   また、基準年度以降に新設された施設も対象とします。
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表
２
－
４
 

対
象
施
設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基
準
年
度
（
令
和
元
年
）
の
施
設
 

※
対
象
施
設
は
、
調
査
年
度
の
４
月
１
日
の
施
設
を
対
象
と
す
る

 

富
浦
地
区

富
山
地
区

三
芳
地
区

白
浜
地
区

千
倉
地
区

丸
山
地
区

和
田
地
区

本
庁
舎
（
富
浦
体
育
館
含
む
）

富
山
地
域
セ
ン
タ
ー

三
芳
分
庁
舎

白
浜
地
域
セ
ン
タ
ー

朝
夷
行
政
セ
ン
タ
ー

丸
山
分
庁
舎

和
田
地
域
セ
ン
タ
ー

三
芳
地
域
セ
ン
タ
ー

丸
山
地
域
セ
ン
タ
ー

富
浦
子
ど
も
園

富
山
子
ど
も
園

三
芳
子
ど
も
園

白
浜
幼
稚
園

千
倉
子
ど
も
園

嶺
南
子
ど
も
園

富
浦
小
学
校

富
山
小
学
校

三
芳
小
学
校

白
浜
小
学
校

千
倉
小
学
校

嶺
南
小
学
校

富
浦
中
学
校

富
山
中
学
校

三
芳
中
学
校

白
浜
中
学
校

千
倉
中
学
校

嶺
南
中
学
校

と
み
う
ら
元
気
倶
楽
部

富
山
ふ
れ
あ
い
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

三
芳
中
学
校
グ
ラ
ウ
ン
ド
夜
間
照
明

小
戸
児
童
遊
園

南
房
総
市
図
書
館

丸
山
公
民
館

和
田
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

富
山

ふ
れ

あ
い

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

三
芳
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

白
浜
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

千
倉
総
合
運
動
公
園

丸
山
児
童
体
育
館

嶺
南
和
田
体
育
館
・
青
潮
館

富
山
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

白
浜
体
育
館

忽
戸
体
育
館

丸
山
運
動
広
場

和
田
体
育
館

富
山
平
群
体
育
館
・
グ
ラ
ウ
ン
ド

白
浜
運
動
広
場

七
浦
体
育
館

和
田
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
運
動
広
場

富
山
岩
井
体
育
館
・
グ
ラ
ウ
ン
ド

富
山
国
保
病
院

三
芳
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

千
倉
保
健
セ
ン
タ
ー

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

和
田

地
域

福
祉

セ
ン

タ
ー

「
や

す
ら

ぎ
」

千
倉
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー

ち
く

ら
介

護
予

防
セ

ン
タ

ー
「

ゆ
ら

り
」

道
の
駅
と
み
う
ら
枇
杷
倶
楽
部

富
山
畜
産
ふ
れ
あ
い
牧
場

三
芳
家
畜
ふ
ん
尿
処
理
施
設

白
浜
清
掃
セ
ン
タ
ー

千
倉
清
掃
セ
ン
タ
ー

丸
山
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

和
田
農
産
物
加
工
施
設

内
房
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

道
の
駅
三
芳
村
鄙
の
里

家
庭

雑
排

水
（

白
浜

）
共

同
処

理
施

設
千
倉
衛
生
セ
ン
タ
ー

道
の
駅
ロ
ー
ズ
マ
リ
ー
公
園

小
向
浄
水
場

富
山
浄
水
場

流
通
拠
点
施
設

白
浜
浄
水
場

朝
夷
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

自
然
の
宿
「
く
す
の
木
」

道
の
駅
富
楽
里
と
み
や
ま

野
島
崎
公
園
管
理
事
務
所

道
の
駅
ち
く
ら
潮
風
王
国

富
山
農
産
物
加
工
施
設

小
学
校

中
学
校

公
民
館

体
育
館

文
化
施
設
等

福
祉
医
療

施
設
等

そ
の
他
施
設

　
街
路
灯
、
消
防
団
各
詰
所

庁
舎

支
所
等

保
育
所

幼
稚
園
等
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第３章 目標及び取組 

【具体的な取組】 

   地球温暖化対策に取り組むに当たっては、取り組むべき項目と、その項目に

応じた目標を定める必要があります。  

   第３次実行計画では、第２次実行計画に引き続き、数値化して評価できる項

目については目標を設定し、目標達成のための具体的な取組と、数値化が難し

い項目については具体的な取組として「取組内容チェックシート」「重点的取組

実施状況報告書」により進めていくこととします。  

（１）温室効果ガス総排出量の削減目標  

令和７年度までに基準年度（令和元年度）比で、２％以上削減 

 

（２）個別の削減目標 

   温室効果ガス排出量の削減目標を達成するため、温室効果ガス排出に係る活

動に対し、個別目標を設定しました。 

   具体的な項目は、電気使用量、燃料使用量（施設等及び公用車）、公用車走行

距離とし、以下のように削減目標を設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

※小数点以下四捨五入 

※項目別の削減目標は過去 4 年間の平均値により算出しました。 

 

全て達成した場合温室効果ガスの削減量は、182,975kg-CO₂となり、基準年度

の令和元年度に比べ約１％以上の削減率となります。 

項目
 現排出量
（㎏-CO₂）

削減率
削減量

（㎏-CO₂）

電気使用量 4,244,741 3%以上削減 127,342

燃料使用量
（公用車以外）

62,166 2%以上削減 1,243

燃料使用量
（公用車）

571,093 2%以上削減 11,422

公用車走行距離 14,599 2%以上削減 1,460

その他 428,000 1%以上削減 4,280

合計 5,320,599 2%以上削減 145,747 5,174,852

Ｒ７年度目標
（㎏-CO₂）

4,117,399

60,923

559,671

13,139

423,720
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（３）取組の方針 

   市では、引き続き次のような方針に基づき、温室効果ガス削減のための重点

的な取組を設定し、目標の達成を進めていくこととします。 

  ①日常業務に関する取組 

    市の事務及び事業の中から排出される温室効果ガスの総排出量を減らす効

果のある取組を進めます。 

  ②設備・機器の保守・管理に関する取組 

    設備の保守・管理を適切に実施することにより、エネルギー消費効率の低

下を防ぐことができ、温室効果ガスの排出量を減らす効果のある取組を進め

ます。 

  ③設備・機器の運用改善に関する取組 

    施設で運用している既往の設備・機器の運用改善を行うことにより、温室

効果ガスの排出量を減らす効果のある取組を進めます。 

  ④設備・機器の導入、更新に関する取組 

    施設の新設、改修時や老朽化した設備・機器などを更新する際、従来より

も高効率のものを導入することにより、温室効果ガス排出量を減らす効果の

ある取組を進めます。 

  ⑤再生可能エネルギーに関する取組 

    太陽光や風力、小水力、地中熱、バイオマス熱の再生可能エネルギーを導

入することにより、温室効果ガス排出量の抑制を図る取組を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①日常業務に関する取組については、「取組内容チェックシート」により、

毎年各施設などでの取組状況を評価します。 

②～⑤の取組については、毎年取組の実施状況を「重点的取組実施状況報告

書」により取りまとめ確認します。 
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（４）具体的な取組内容 

   重点的な１５の取組を設定し、その具体的な取組内容を以下に示します。 

 ①日常業務に関する取組 

＜温室効果ガス削減に直接的につながる取組＞ 

重点取組１ 空調機器の適正使用 

取組内容 

 冷房は２８℃、暖房は１９℃を目安に適正な調整に努める。 

 クールビズ、ウォームビズを実施する。 

 定期的にフィルターの清掃を行うなど維持管理を適正に行う。 

 室温の変化の少ない換気の実施や、ブラインド、カーテンを利用す

るなど利用効率を高める。 

 会議室等の空調は、使用後必ず停止する。 

 

重点取組２ 照明機器の適正使用 

取組内容 

 照明点灯時間の短縮を図り、最小限の点灯に努める。 

 昼休みは事務に支障がない限り消灯する。 

 会議室などの使用後の消灯を徹底する。 

 廊下、トイレなどの照明は、支障のない範囲でこまめに消灯する。 

 日中日当たりの良い場所ではこまめに消灯する。 

 

 

 

  

重点取組３ ＯＡ機器の適正使用 

取組内容 

 ＯＡ機器等は、事務に支障のない範囲で電源を切る。 

 席を長時間はなれるときは、パソコンの電源を切るかスタンバイモ

ード等に設定する。 
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重点取組４ 公用車の燃料使用量の削減 

取組内容 

 急発進・急加速の抑制やアイドリングストップなど、エコドライブ

を実施する。 

 不用な荷物を積まない。 

 車両の点検・整備を適正に行う。 

 公用車の走行距離、燃費などを把握する。 

 公用車の更新時に、低公害車（電気自動車、ハイブリッド自動車、

低燃費かつ低排出ガス認定車）を導入する。 

 一人での出張などは極力、公共交通機関（鉄道、バス）を利用す

る。 

 効率的な相乗りに努める。 

 不必要なカーエアコンの使用はしない。 

重点取組５ その他省エネルギー化 

取組内容 

 事務に支障のない範囲での定時退庁、ノー残業デーの徹底を図る。 

 ガスコンロなどの火の強さは、やかんの大きさに合わせて調節す

る。 

 お湯を沸かすときは必要最小限の量を沸かす。 

 その他無駄なエネルギーの使用を控え、省エネを図る。 

重点取組６ 施設等の建築・改修における環境配慮 

取組内容 

 施設の新設や改築、設備の新設や更新などを行う場合は、国の「環

境配慮型官庁施設（グリーン庁舎）計画指針」などの考え方に沿

い、ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）、ライフサイクルＣＯ２（Ｌ

ＣＣＯ２）を考慮する。 

 太陽光発電などの自然エネルギーを積極的に活用する。 

 断熱性向上のため、ペアガラスなどの窓ガラスを導入する。 

 その他無駄なエネルギーの使用を控え、省エネを図る。 
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＜温室効果ガス削減に間接的につながる取組＞ 

重点取組７ グリーン購入の推進 

取組内容 

 電気製品等の物品の新規購入、レンタルをする時には、省エネル

ギータイプで環境負荷の少ないものの購入に努める。 

 事務用品は、詰め替えやリサイクル可能な消耗品を購入する。 

 環境ラベリング（エコマーク、グリーンマークなど）対象製品を

購入する。 

 

重点取組８ 用紙使用量の削減 

取組内容 

 印刷物・資料などの印刷部数は必要最小限とするよう努める。 

 事務書類の簡素化に努める。 

 両面コピー・両面印刷に努める。 

 印刷ミスした用紙の裏面再利用に努める。 

 庁内ＬＡＮを積極的に利用し、ペーパーレス化を推進する。 

 

重点取組９ 効率的な水利用 

取組内容 

 水道を利用する際にはこまめに水を止めるなどし、節水に努め

る。 

 水道の水圧を調整し、節水に努める。 

 

重点取組１０ ごみの減量・リサイクルの推進 

取組内容 

 使用済みの封筒やファイルなどの再利用を徹底する。 

 文具等は、詰め替え用品を使用する。 

 マイ箸、マイボトルを利用する。 

 ごみの分別を徹底し資源化の取組に努める。 

 使用済みの用紙類回収ボックスを設置し、古紙の回収に努める。 

 

重点取組１１ 職員等の意識啓発 

取組内容 

 職員へ「実行計画」の周知を図る。 

 環境に関する情報を庁内情報システム等で提供する。 

 職員への研修会などを開催する。 

 環境に関する講演会等に積極的に参加し、環境意識の向上を図

る。 
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＜設備・機器の保守・管理に関する取組＞ 

重点取組１２ 設備・機器の保守・管理 

取組内容 

 公用車は管財契約課が一括管理し、保有台数の適正化を図る。 

 照明設備の清掃・点検を定期的に行う。 

 空調設備の清掃・点検を定期的に行う。 

 換気フィルターの清掃・点検を定期的に行う。 

 業務前や乗車前の車両の点検や、こまめなメンテナンスを行う。 

 設備・機器のこまめな清掃や洗浄により、効率の良い運転を図

る。 

 

＜設備・機器の運用改善に関する取組＞ 

重点取組１３ 設備・機器の運用改善 

取組内容 

 ＣＯ₂排出係数の少ない電力供給への切替えの検討により、温室効

果ガスの排出量を削減する。 

 業務等に支障はない範囲で照明設備の間引きを行う。 

 個別スイッチ使用による節電を図る。 

 電力のデマンド管理を行い、ピーク時の電力の削減を積極的に図

る。 

 施設・設備の更新や機能強化による稼働時間の短縮を図る。 

 施設・設備の稼働時間、運転方法の見直しにより、高効率な運用

を図る。 

 冷暖房使用時のカーテン、ブラインドの使用、室温の変化の少な

い換気の実施により冷暖房負荷を軽減し、電力使用量を削減す

る。 

 公用車のエコドライブ運動に取り組み、強化月間等を設ける。 
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＜設備・機器の導入、更新に関する取組＞ 

重点取組１４ 設備・機器の導入、更新 

取組内容 

 低公害車（エコカー）の導入の推進を図る。 

 設備機器の集約化を図る（コピー複合機の導入によるプリンター

の削減など）。 

 省エネ性能の高い機器・設備の導入を図る。 

 ＬＥＤ照明への更新を図る。 

 高断熱ガラスや二重サッシの導入・更新を図る。 

 屋上や外壁の遮熱塗装の導入を図る。 

 車両の更新による燃費向上を図る。 

 道の駅にＢＥＭＳを導入し、電気使用量の見える化を図り、エネ

ルギー消費量の削減を図る。 

 人感センサーの導入を図る。 

 

＜再生可能エネルギーに関する取組＞ 

重点取組１５ 再生可能エネルギー 

取組内容 

 バイオマス発電の導入を検討する。 

 道の駅への小型木質バイオマス発電設備の導入を検討する。 

 庁舎等や駐車場への太陽光発電設備、蓄電設備の導入を図る。 

 再生可能エネルギー（太陽光、太陽熱、風力、地熱など）の導入を

推進する。 

 施設の改修や、増改築、新築のときに再生可能エネルギーの導入を

検討する。 
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第４章 推進・評価及び公表  

（１）計画の推進体制 

   実行計画の効果的な推進を図るため、地球温暖化対策管理統括者、地球温暖

化対策推進委員会、地球温暖化対策推進責任者、地球温暖化対策推進員及び事

務局を設置します。（２７ページ図４－１参照） 

 ①地球温暖化対策管理統括者 

   管理統括者は市長とし、実行計画の決定者として、総合的な調整及び指示・

指導を行います。また、計画の実施状況、評価及び見直しについて、市民に公

表します。 

 ②地球温暖化対策推進委員会 

   推進委員会は、副市長を委員長、建設環境部長を副委員長、各部長等を委員

とし、計画の策定・見直し、計画の推進、実施状況の点検・評価、改善指示等

を行います。 

 ③地球温暖化対策推進責任者 

   推進責任者は各課長等とし、計画を推進するため、各課等の取組状況につい

ての指導、計画の実施状況について評価、計画の進行管理を行います。また、

計画の策定、見直し等について検討を行います。 

 ④地球温暖化対策推進員 

   各課等に推進員を１名置き、推進責任者の指示を受け、所属内での計画の周

知と推進を行います。また、取組状況の調査票を作成し、推進責任者に報告し

ます。 

 ⑤事務局 

   事務局を環境保全課に置き、推進委員会、推進責任者、推進員等との連携調

整を図り、取組状況の調査票の配布・集計・分析を行い、目標の達成に向けて

取組を推進します。 
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図４－１ 本計画の推進体制 

 

  

地球温暖化対策管理統括者 

（市 長） 

地球温暖化対策推進委員会 

（委員長：副市長） 

（副委員長：建設環境部長） 

事務局 

（環境保全課） 

全  職  員 

地球温暖化対策推進責任者 

（各課長等） 

地球温暖化対策推進員 

（各課等に１名） 

指 示 報 告 

指 示 報 告 

指 示 報 告 

周 知 報 告 

実 行 組 織 
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（２）計画の点検・評価 

   計画の実施状況を把握するため、温室効果ガス排出量や取組の実施状況につ

いて点検します。 

  ①推進員は、各課等の取組状況及び温室効果ガス排出量（エネルギー使用量な

ど）を把握、点検し、推進責任者に報告します。 

  ②推進責任者は、計画の推進を統括するとともに、職員に対する取組の徹底を

図ります。 

  ③事務局は、年１回、各課等に対し温室効果ガス排出量の調査、取組状況の調

査を実施し、集計・分析結果を推進委員会に報告します。 

  ④推進委員会は、報告された集計・分析結果により、計画の進捗状況を把握す

るとともに点検・評価します。また、必要に応じて推進責任者に対して改善

措置を指示します。 

 

（３）計画の見直し 

   計画の円滑な推進を図るため、点検・評価結果や進捗状況をもとに、必要に

応じて計画の見直しを行います。 
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（４）計画の公表 

   計画の進捗状況、点検評価結果及び、直近年度の温室効果ガス排出量につい

ては、年１回、広報紙やホームページなどにより公表します。 

 

 

 

 

  

計画 

地球温暖化対策実行計画策定。 

温室効果ガス削減目標実現のため

の推進体制の確認、及び取組内容

の作成。 

点検・評価 

温室効果ガス削減目標の達成

のための取組状況の点検と評

価、及び推進委員会等などへの

報告。 

見直し 

温室効果ガス排出量削減目標

の達成状況の確認、及び更なる

取組推進のための検討。 

検討結果などについての公表。 

実行 

温室効果ガス削減目標実現の

ための、日常的な取組など、重

点的な取組の推進。 

 

Do Plan 

Check Action 

（図：PDCA サイクル） 
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資料１ 「取組状況（様式）「取組内容チェックシート」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価点

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

水 25

26

27

28

29

30

⇒

(3)取組内容チェックシート

公
用
車

連絡事項等は回覧や電子メールを活用し、FAXや文書配布を削減していますか

事務書類（会議用資料、事務手続、報告書等）を簡素化していますか

コピー機やプリンターは、長時間使用しないとき電源を切るようにしていますか

温
室
効
果
ガ
ス
削
減
に

直
接
的
に
つ
な
が
る
取
組

ガスコンロ等の火の強さは、やかんの大きさに合わせて調節していますか

湯沸し時には必要最小限の量をわかすようにしていますか

断続的に使用する部屋（会議室、トイレ、給湯室等）の照明は、使用するときだけ点灯していますか

昼休みや業務時間外の照明は、必要最低限にしていますか

職場等で地球温暖化防止に関して情報交換等を行っていますか

不用な積載物は、その都度車から降ろしていますか

そ
の
他

グリーン購入をしていますか

コピー・印刷部数を把握して、必要最小限のコピー・印刷に努めていますか

用
紙
類

ご
み

印刷ミスした用紙の裏面を再利用していますか

急発進、急加速を抑制していますか

出張の時には、公共交通機関を利用していますか、また外出方向が同じ場合は連絡調整を行い乗り合いをすることで公
用車の使用を控えていますか

アイドリングストップを実施していますか（人待ちや荷物の積み降ろし等の不要なアイドリング）

タイヤの空気圧をこまめにチェックするようにしていますか

ノー残業デーの定時退庁に努めていますか

冷房の設定温度は２８℃以上に設定していますか

電
気
・
ガ
ス
等

時間外勤務の縮減を推進していますか

外勤時や作業を中断する時は、パソコンの電源を切るかスタンバイモード等にしていますか

温室効果ガス削減に向けた取組項目

断続的に使用する部屋（会議室等）の空調機器は、使用するときだけ電源をいれていますか

クールビズ、ウォームビズを推進し、通気性、保温性の高い服装をしていますか

暖房の設定温度は１９℃以下に設定していますか（昨冬の取組）

就業時間外には冷暖房機器の電源を切っていますか

３１　職場や施設で独自に行っている地球温暖化対策があれば記入してください

令和  年　月　日記入

温
室
効
果
ガ
ス
削
減
に

間
接
的
に
つ
な
が
る
取
組

マイ箸、マイボトルを使用してますか

両面コピー・両面印刷を行い、可能な場合にはＮアップ印刷に努めていますか

ごみの減量、分別を徹底していますか

地球温暖化防止への取組に関心がありますか

古紙のリサイクルに努めていますか

水道使用時には節水に心掛けていますか

評価点

 時々実施している(40～60％) 3

 ほとんど実施していない(0～20％) 1

 該当しない 空欄

１．以下の取組項目について自己評価してください。（取組項目ごとに評価点を記入してください。）

 必ず実施している(80～100％) 5

 かなり実施している(60～80％) 4

自己評価の目安 評価点

 たまに実施している(20～40％) 2

自己評価の目安

施設名 部局・課名 記入者名
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資料２ 調査票（様式）「重点的取組実施状況報告書」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 部局・課名 記入者名

令和　　年　　月　　日記入

いずれか選択

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

(2)重点的取組実施状況報告書

取組内容

（２）設備・機器の保守・管理に関する取組

公用車は管財契約課が一括管理することで、保有台数の適正化を図る。

照明設備の清掃・点検を定期的に行う。

空調設備の清掃・点検を定期的に行う。

換気フィルターの清掃・点検を定期的に行う。

業務前や乗車前の車両の点検や、こまめなメンテナンスを行う。

 設備・機器のこまめな清掃や洗浄により、効率の良い運転を図る。

（３）設備・機器の運用改善に関する取組

 CO₂排出係数の少ない電力供給への切り替えの検討により、温室効果ガスの排出量
を削減する。

業務等に支障はない範囲で照明設備の間引きを行う。

個別スイッチ使用による節電を図る。

電力のデマンド管理を行い、ピーク時の電力の削減を積極的に図る。

施設・設備の更新や機能強化による稼働時間の短縮を図る。

施設・設備の稼働時間、運転方法の見直しにより、高効率な運用を図る。

冷暖房使用時のカーテン、ブラインドの使用、室温の変化の少ない換気の実施により冷
暖房負荷を軽減し、電力使用量を削減する。

公用車のエコドライブ運動に取り組み、強化月間等を設ける。

（４）設備・機器の導入、更新に関する取組

低公害車（エコカー）を令和１１年度までに65％の目標で導入を図る 。

設備機器の集約化を図る（コピー複合機の導入によるプリンターの削減など）。

省エネ性能の高い機器・設備の導入を図る。

LED照明への更新を図る。

高断熱ガラスや二重サッシの導入・更新を図る。

庁舎等や駐車場への太陽光発電設備、蓄電設備の導入を図る。

再生可能エネルギー（太陽光、太陽熱、風力、地熱など）の導入を推進する。

施設の改修や、増改築、新築のときに再生可能エネルギーの導入を検討する。

屋上や外壁の遮熱塗装の導入を図る。

車両の更新による燃費向上を図る。

道の駅にBEMSを導入し、電気使用量の見える化を図り、エネルギー消費量の削減を図
る。

人感センサーの導入を図る。

（５）再生可能エネルギーに関する取組

バイオマス発電の導入を検討する。道の駅の小型木質バイオマス発電設備の導入を検
討する。
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資料３ 調査票（様式）「温室効果ガス排出量調査票」 

 

 

１．燃料、電気の使用量を記入してください。（二酸化炭素排出量[CO2]を算定します。）　　※備考欄以外のセルの表示形式は触らないでください。

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

kWh 0

L 0

L 0

L 0

L 0

L 0

L 0

㎥ 0

㎥ 0

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

台数： km 0

台数： km 0

台数： km 0

台数： km 0

台数： km 0

台数： km 0

台数： km 0

台数： km 0

台数： km 0

台数： km 0

台数： km 0

台数： km 0

台

（車種説明）

２．公用車の台数及び走行距離を燃料種別・車種別に記入してください。（CH4、N2O排出量を算定します。）

　　カーエアコンの使用台数を記入してください。（HFC排出量を算定します。）

※ 備考欄には車両ナンバーを記入してください。　備考欄以外のセルの表示形式は触らないでください。

東京電力

その他電力供給会社（名称：　　　　　　　　　　　　　　　）

※１．担当施設・部局・課で管理している燃料、電気の使用量が対象です。
※２．公用車については担当施設・部局・課で保有している車両が対象です。
※３．トラクター、ショベルカー等の特殊自動車は公用車以外の欄に記入してください。
※４．使用量が不明な場合は購入量を記入し、備考に購入量と記入してください。

（どちらかに〇
印）

電気料金支払先

          部 局 ・ 課 名                

 カーエアコンの使用台数

燃
料
使
用
量

電気使用量

※１．担当施設・部局・課で保有している車両が対象です。
※２．同一車種が２台以上ある場合の走行距離は合計を記入してください。
※３．トラクター、ショベルカー等の特殊自動車の走行距離は対象外です。

調査項目 単位

ガ
ソ
リ
ン

 普通・小型乗用車

 ガソリン（公用車以外）

 LPG（液化石油ガス）

 Ａ重油

 軽乗用車

 バス

令和　　年　　　月　　　日　記入

令和　　年

軽
油

 特種用途車

 小型貨物車

普通貨物車

 バス

 普通・小型乗用車

 普通貨物車

 ガソリン（公用車）

 特種用途車

調査項目

 軽油（公用車以外）

 軽油（公用車）

令和　 年度調査

施　設　名

(1)温 室 効 果 ガ ス 排 出 量 調 査 票

 普通・小型乗用車：人の運送の用に供するもので乗車定員１０人以下のもの（３、５ナンバー）
　 　　　　　バス：人の運送の用に供するもので乗車定員１１人以上のもの（２ナンバー）
　　 　　軽乗用車：軽自動車のうち人の運送の用に供するもの（５ナンバー）
　　　 普通貨物車：普通自動車のうち貨物の運送の用に供するもの（１ナンバー）
 　　　小型貨物車：小型自動車のうち貨物の運送の用に供するもの（４ナンバー）
　 　　　軽貨物車：軽自動車のうち貨物の運送の用に供するもの（４ナンバー）
　　 　特種用途車：塵芥車、糞尿車、各種作業車等（８ナンバー）

備考

備考

 軽貨物車

 小型貨物車

 LNG（液化天然ガス）

計

 灯油

令和　　年 令和　　年

計単位
令和　　年

記 入 者 名                                
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資料６ 用語の説明 

 

 アイドリングストップ 

自動車が駐停車中にエンジンを動かしつづける「アイドリング」を止める

ことにより、ガソリンや軽油等の燃焼に伴う二酸化炭素や窒素酸化物等の排

出を抑制すること。 

 

 ウォームビズ 

暖房時のオフィスの室温を20℃にした場合でも、ちょっとした工夫により

暖かく効率的に格好良く働くことができる秋冬の新しいビジネススタイルの

愛称。重ね着をする、温かい食事を摂る、などがその工夫例 

 

 液化石油ガス（LPG） 

石油精製の際に得られるプロパン、ブタン等を加圧・液化した燃料。一般

に「プロパンガス」と言われ、都市ガス供給地域外で用いられることが多い。

液化石油ガスは都市ガスに比べて燃焼時の熱量が高く、空気に比べて比重が

重いという特性を有する。燃料としての用途が一般的であるが、オゾン層を

破壊しないことでエアゾールの噴射剤として広く用いられるようになった。 

 

 温室効果ガス 

一般に、太陽放射に対しては比較的透明で、地表からの赤外放射に対して

は不透明な性質を持った気体のことで、代表的な温室効果ガスには二酸化炭

素やメタンが挙げられる。 

温室効果ガスが存在することにより、太陽からの放射エネルギーの一部は

熱として大気に留まるため、地球は保温されたような状態となる。京都議定

書により削減の対象となっている温室効果ガスは、二酸化炭素（CO2）、メタ

ン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）、ハイドロフルオロカーボン類（HFCＳ）、パー

フルオロカーボン類（PFCＳ）、六フッ化硫黄（SF6）の以上 6種類である。 

 

 カーボンニュートラル 

市民、企業、NPO/NGO、自治体、政府等の社会の構成員が、自らの責任と定

めることが一般に合理的と認められる範囲の温室効果ガスの排出量を認識し、

主体的にこれを削減する努力を行うとともに、削減が困難な部分の排出量に

ついて、クレジットを購入すること又は他の場所で排出削減・吸収を実現す

るプロジェクトや活動を実施すること等により、その排出量の全部を埋め合

わせること。 
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 環境ラベル 

市場原理を利用して、環境負荷が小さい製品及びサービスを普及・促進さ

せることを目的としたラベルである。 

日本のエコマーク、ドイツのブルーエンジェルマークのように、ある基準を

満たす製品に対して消費者や生産者と異なる第三者が認定するラベルと、企

業自身が自社製品に対して“リサイクル可能”など環境上の特性を示すこと

によって、環境保全上優れたものであることを訴える自己主張型ラベルに分

けて、また環境ラベルが国際貿易障壁とならないよう国際規格化を進めてい

る。 

 

 気候変動に関する政府間パネル（IPCC） 

１９８８年に開始された、国連環境計画(UNEP)と世界気象機関(WMO)が共催

し、各国政府の任命する科学者が参加する会合。地球温暖化に関する最新の

自然科学的および社会科学的知見をまとめ、地球温暖化対策に科学的基礎を

与えることを目的としている。１９９０年に第 1 次評価報告書を、１９９５

年に第２次評価報告書をまとめ、地球温暖化対策に必要な基礎的認識の形成

に大きな役割を果たしている。 

 

 気候変動枠組条約 

地球温暖化問題に対する国際的な枠組みを設定した条約。大気中の温室効

果ガスの増加が地球を温暖化し、自然の生態系等に悪影響を及ぼすおそれが

あることを人類共通の関心事であると確認し、大気中の温室効果ガスの濃度

を安定化させ、現在及び将来の気候を保護することを目的としている。 

 

 京都議定書 

１９９７年１２月に開催された地球温暖化防止京都会議(気候変動枠組条約

第３回締約国会議)によって採択された議定書。１９９０年を基準として２０

０８年から２０１２年まで第一約束期間に、地球温暖化の原因となる二酸化

炭素など６種類の温室効果ガス排出量の削減目標が盛り込まれている。この

削減目標は先進国に関してのみ設定され、わが国は６％の削減目標が課せら

れている。 

なお、京都議定書はロシアの批准を受けて、平成１７年２月１６日に発効

した。 
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 グリーン購入 

環境物品（グリーン製品とも呼ばれる製造から使用、廃棄に至るまでのラ

イフサイクルにおける環境負荷が小さい製品）を積極的に購入し、環境負荷

低減を図る取組。 

 

 クールチョイス 

２０３０年度の温室効果ガスの排出量を２０１３年度比で２６％削減する

という目標達成のために、日本が世界に誇る省エネ・低炭素型の製品・サー

ビス・行動など、温暖化対策に資するあらゆる「賢い選択」を促す国民運動

をいう。 

 

 クールビズ 

冷房時のオフィスの室温を２８℃にした場合でも、涼しく効率的に格好良

く働くことができる夏の新しいビジネススタイルの愛称。 

ノーネクタイ・ノー上着スタイルがその代表。 

 

 自然エネルギー 

自然界から得られるエネルギーのことで、太陽光をはじめ風力、水力、波

力、潮力、バイオマスエネルギーなどがある。ほぼ無尽蔵に得られる半面、

エネルギー密度が低く、出力が自然条件に左右されるため、エネルギー変換

効率の向上と出力の安定が当面の課題である。 

 

 地球温暖化 

二酸化炭素などの温室効果ガス濃度の上昇や、二酸化炭素の吸収源である

森林の減少などにより地球の平均気温が上昇すること。気温上昇だけでなく

海面水位の上昇や気候の急激な変化、農作物への影響や亜熱帯性伝染病の蔓

延等を引き起こすことが予測され、私たちの暮らしに影響を及ぼすことが懸

念されている。 

 

 地球温暖化係数（GWP） 

温室効果ガスの温室効果への影響度を、二酸化炭素を基準とした比率で示

した係数。 

 

 地球温暖化対策の推進に関する法律 

通称「地球温暖化対策推進法」。１９９８年１０月に公布された、地球温暖

化対策に関し、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにすると

ともに、地球温暖化対策の推進を図ることを目的とした法律。 
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 低公害車 

低公害車は、「低燃費車」かつ「低公害車」で定義され、環境保全性能と省

エネルギー性能を併せ持つ自動車として捉えられる。「エネルギーの使用の合

理化に関する法律」（省エネ法）に基づき定められた燃費基準（低燃費基準）

及び国土交通省が定めた排ガス性能（低排出ガス基準）を何れも達成する自

動車。ハイブリッド自動車や電気自動車、天然ガス自動車等のクリーンエネ

ルギー自動車も含まれる。 

 

 電気自動車 

モーターを動力源、電池をエネルギー源として公道を走る車。走行中全く

排ガスを出さず、騒音も少ないために、交通公害対策の切り札とされている. 

 

 天然ガス自動車 

燃料として、天然ガスを用いて走行する自動車をいう。圧縮天然ガス（CGC）

自動車が一般的である。 

 

 日本の約束草案 

２０２０年以降の各国の気候変動に関する取り組みを示す文書。２０２０

年以降の温室効果ガス削減に向けた我が国の約束草案は、エネルギーミック

スと整合的なものとなるよう、技術的制約、コスト面の課題などを十分に考

慮した裏付けのある対策・施策や技術の積み上げによる実現可能な削減目標

として、国内の排出削減・吸収量の確保により、２０３０年度に２０１３年

度比▲２６．０％（２００５年度比▲２５．４％）の水準（約１０億４，２

００万 t-CO2）に決定し、国連気候変動枠組条約事務局へ提出した。 

 

パリ協定 

パリ協定は第２１回気候変動枠組条約締約国会議（COP21）が開催されたフ

ランスのパリにて２０１５年１２月１２日に採択された、気候変動抑制に関

する多国間の国際的な協定（合意）。１９９７年に採択された京都議定書以来

１８年ぶりとなる気候変動に関する国際的枠組みであり、気候変動枠組条約

に加盟する全１９６カ国全てが参加する枠組みとしては史上初である。排出

量削減目標の策定義務化や進捗の調査など一部は法的拘束力があるものの罰

則規定は無い。２０２０年以降の地球温暖化対策を定めている。 

アメリカ合衆国は２０１９年１１月４日に正式に離脱を表明した。その後、

２０２１年１月２０日にトランプから政権を引き継いだジョー・バイデンに

よって、アメリカのパリ協定への復帰が表明された 
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 バイオマス 

動植物やそれらの廃棄物(生ごみや家畜糞尿など)を起源とするエネルギー

のこと。バイオマスエネルギーの利用は、古くは薪や木炭などの固体燃料に

始まり、現在では間伐材などの木質バイオマスからエタノール・メタノール

などの液体燃料、家畜糞尿などの畜産バイオマスからメタンガス等の気体燃

料を抽出するなど、利用方法も拡大している。 

バイオマスエネルギー利用により発生する二酸化炭素は、自然界の炭素循

環に含まれるとの考えにより、地球温暖化には影響しないものと見なされる。 

 

 排出係数 

エネルギーや温室効果ガス排出源一単位あたりのある活動に伴う温室効果

ガスの排出量で、例えば１リットルの燃料を使用した時に排出される二酸化

炭素の排出量を算定する係数として使用される。排出係数は、「地球温暖化対

策の推進に関する法律施行令第３条」にも定められている。 

 

 ハイブリッド自動車 

動力源を二つもつ車。一般にはエンジンとモーターの二つの動力源を持つ

車。駆動輪に双方の動力を伝えることができるものがパラレルハイブリッド

車で、エンジン車の変形といえる。エンジンを発電用のみに利用するものが

シリーズハイブリッド車で、電気自動車の変形である。 
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資料 7 環境ラベル等  

次のアドレスから、各ラベル等の詳細情報を確認することができます。  

https：//www.env.go.jp/policy/hozen/green/ecolabel/f01.html  

〈国及び第三者機関の取組による環境ラベル〉  

 

〈事業者団体の取組による環境ラベル〉 – 

 



 

41 

 

〈事業者の取組による環境ラベル〉  

◆ISOタイプ II規格に準拠した環境ラベル 

 

〈その他の環境ラベル〉 

  

〈表示識別マーク・その他のマーク〉 
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